
^愛媛県告示第１３０６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第

１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官

、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士として採

用する航空自衛官の募集期間を次のとおり告示する。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成１４年度第２次分）

平成１４年８月５日（月）から

９月６日（金）まで

２ 女子（平成１４年度第２次分）

平成１４年８月５日（月）から

９月６日（金）まで

^愛媛県告示第１３０７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛

官、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名

称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成１４年９月１７日（火）
新居浜市繁本町８番６５号 新居浜市民文化センター

新居浜市、西条市、川之江市、伊

予三島市、東予市、宇摩郡及び周

桑郡

今治市別宮町一丁目４番１号 今治市民会館 今治市及び越智郡

松山市三番町八丁目３２５番１号 松山市農協ビル
松山市、伊予市、北条市、温泉郡

、上浮穴郡及び伊予郡

大洲市大洲８９１番地１ 大洲市民会館
八幡浜市、大洲市、喜多郡、西宇

和郡及び東宇和郡

宇和島市曙町１ 宇和島市役所 宇和島市、北宇和郡及び南宇和郡

（女子）
平成１４年９月２４日（火）

２５日（水）
どちらか１日

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県下全域

毎週（火・金）曜日発行 第１３７３号 平成１４年７月１６日

平成１４年７月１６日火曜日 第１３７３号

VWVWVWVWVWVWVW

愛 媛 県 報

８３７



^愛媛県告示第１３０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により、介護機関を次のように指定した。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

^愛媛県告示第１３０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

介護老人保健施
設若水ケアセン
ター

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目
９番１３号

平成
１４．４．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 明成会 今治市桜井二丁目３－１ 秋山整形外科 今治市桜井二丁目３－１ 平成１４．５．１

株式会社 トーカイ 香川県高松市鶴市町２０２５番
地３

株式会社 トーカイ
今治出張所

今治市桜井二丁目甲１５８２－
１ 平成１４．６．１４

株式会社 レピア商会 今治市八町東三丁目４番３１
号 株式会社 レピア商会 今治市八町東三丁目４番３１

号 平成１４．６．１

社会福祉法人 常美会 新居浜市御蔵町１１番２３号 短期入所生活介護事業所
おくらの里 新居浜市御蔵町１１番２３号 平成１４．５．１

社会福祉法人 常美会 新居浜市御蔵町１１番２３号 デイサービスセンター
おくらの里 新居浜市御蔵町１１番２３号 平成１４．５．１

有限会社 大新建設 新居浜市新須賀町一丁目８
番６０号 ケアサポート・ライカ 新居浜市新須賀町一丁目８

番６０号 平成１４．４．１

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号 高津診療所 新居浜市高津町３番２０号 平成１４．６．１

有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番
１号

ラポールヘルパーステーシ
ョン

宇和島市恵美須町一丁目１
番３号 平成１４．６．１

医療法人 明生会 川之江市金生町下分１２４９番
地の１ デイサービス「ふれあい」 川之江市金生町下分１２４３番

地の１ 平成１４．４．１

医療法人 明生会 川之江市金生町下分１２４９番
地の１

グループホーム
「やすらぎ」

川之江市金生町下分１２４３番
地の１ 平成１４．４．１

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

介護老人保健施設
若水ケアセンター

新居浜市若水町一丁目９番
１３号 平成１４．４．１

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

短期入所生活介護事業所
若水館

新居浜市若水町一丁目９番
１３号 平成１４．４．１

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

デイサービスセンター
若水館

新居浜市若水町一丁目９番
１３号 平成１４．４．１

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号 グループホーム おてだま 新居浜市若水町一丁目９番

１３号 平成１４．４．１

川之江市農業協同組合 川之江市妻鳥町１１２１番地 ＪＡ川之江市デイサービス
センター あったか荘 川之江市妻鳥町１５２５番地 平成１４．４．１

株式会社 悠遊社 松山市余戸南二丁目２４－３８ 株式会社 悠遊社
東予事業所 東予市新市６５０番地６ 平成１４．６．１４

VWVWVWVWVWVWVW

愛 媛 県 報平成１４年７月１６日 第１３７３号

８３８
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^愛媛県告示第１３１２号
県営ほ場事業長月地区中組工区の換地計画を定めたので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第４項にお

いて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１４年７月１７日から８月１３日まで

３ 縦覧場所

^愛媛県告示第１３１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

^愛媛県告示第１３１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法人社団
栗整形外科病院

伊予三島市中之庄町３９８番
地１

介護老人保健施設
くりのみ館

伊予三島市中之庄町３９３番
地１ 平成１４．４．１２

株式会社 悠遊社 松山市余戸南二丁目２４－３８ 株式会社 悠遊社
大洲事業所 大洲市新谷町甲１７番地第１ 平成１４．５．１

社会福祉法人
明浜町社会福祉協議会

東宇和郡明浜町高山甲３６７８
番地

社会福祉法人
明浜町社会福祉協議会

東宇和郡明浜町高山甲３６７８
番地 平成１４．５．１

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号

デイサービスセンター
風のうた 新居浜市萩生１０６１番地 平成１４．４．１１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人 常美会 新居浜市御蔵町１１番２３号 居宅介護支援事業所
おくらの里 新居浜市御蔵町１１番２３号 平成１４．５．１

有限会社 大新建設 新居浜市新須賀町一丁目８
番６０号 ケアサポート・ライカ 新居浜市新須賀町一丁目８

番６０号 平成１４．４．１

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

居宅介護支援事業所
若水館

新居浜市若水町一丁目９番
１３号 平成１４．４．１

株式会社 悠遊社 松山市余戸南二丁目２４－３８ 株式会社 悠遊社
東予事業所 東予市新市６５０番地６ 平成１４．６．１４

株式会社 悠遊社 松山市余戸南二丁目２４－３８ 株式会社 悠遊社
大洲事業所 大洲市新谷町甲１７番地第１ 平成１４．５．１

社会福祉法人
明浜町社会福祉協議会

東宇和郡明浜町高山甲３６７８
番地

社会福祉法人
明浜町社会福祉協議会

東宇和郡明浜町高山甲３６７８
番地 平成１４．５．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

秋 山 明 三 今治市桜井二丁目３－１ 秋山整形外科 今治市桜井二丁目３－１ 平成１４．５．１

VWVWVWVWVWVWVW
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愛 媛 県 報平成１４年７月１６日 第１３７３号

８３９



御荘町役場

WVWVWVW
^愛媛県告示第１３１３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

WVWVWVW
^愛媛県告示第１３１４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

\ 埋立区域

ア 位置

X １工区

北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２番耕地４

９１番１地先から同字ゴヲダ２番耕地２番１地先まで

の公有水面

Y ２工区

北宇和郡吉田町大字深浦字ヲヲギダ１番耕地４０７

番１２地先から同字ムカイ１番耕地３８番１地先までの

公有水面

Z ３工区

北宇和郡吉田町大字法花津字小深浦１番耕地１３３

番７地先から同字宮ノ浦１番耕地４２６番１地先まで

の公有水面

[ ４工区

北宇和郡吉田町大字法花津字小深浦１番耕地１１番

６地先の公有水面

イ 区域

X １工区

次の１点から３９点までを順次直線で結んだ線並び

に３９点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点１（北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２

番耕地４７４番２地先の道（町道深浦上線）に設置し

た金属鋲）は、北緯３３度１９分３秒、東経１３２度３０分

１７秒の地点

１点は、基点１から真北９６度２６分２０秒８０．４４メー

トルの地点

２点は、１点から真北１６７度３４分１４秒１０．３８メー

トルの地点

３点は、２点から真北２５３度５２分２６秒１．８２メート

ルの地点

４点は、３点から真北１６３度５２分１９秒５．７０メート

ルの地点

５点は、４点から真北２５３度５０分４３秒１．５７メート

ルの地点

６点は、５点から真北３４３度５１分３２秒２．９３メート

ルの地点

７点は、６点から真北２５３度５２分４３秒７．６６メート

ルの地点

８点は、７点から真北２５３度５２分３８秒９．９６メート

ルの地点

９点は、８点から真北１６３度５２分１秒２．４０メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２５３度５１分４６秒２．３４メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北３４３度５１分４８秒１．００メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２５３度５２分３０秒２．８０メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１６３度５５分７秒１．００メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北２５３度５３分１６秒０．５０メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３４３度５２分１秒２．４０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北２５３度５２分３秒４．４０メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北２５３度５２分３７秒９．９９メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北２４８度５８分５１秒１０．１６メー

トルの地点

１９点は、１８点から真北１５８度５７分５８秒２．４０メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北２４８度５９分３４秒０．５０メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北３３８度５７分１０秒１．００メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北２４８度５９分１５秒２．８０メート

ルの地点

２３点は、２２点から真北１５８度５８分２２秒１．００メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北２４８度５８分４秒２．３４メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北３３８度５８分２８秒２．４０メート

ルの地点

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

かんがい排水事業 岩松地区 平成１４年３月２０日

かんがい排水事業 宇和島地区 平成１４年３月２５日

かんがい排水事業 宇和島第二地区 平成１４年３月２７日
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２６点は、２５点から真北２４８度５８分３２秒１２．６９メー

トルの地点

２７点は、２６点から真北１６０度２分５５秒２．９１メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北２５０度３分４秒３．４８メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北３４０度０分２６秒０．４３メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北２５０度３分５６秒１．５０メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北１６０度２分３０秒３．０６メート

ルの地点

３２点は、３１点から真北２１１度９分３４秒１０．４２メー

トルの地点

３３点は、３２点から真北３０１度９分７秒２．８０メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北２１１度９分３０秒２６．３０メー

トルの地点

３５点は、３４点から真北１２１度１０分２９秒１．００メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北２１１度９分４秒３．５０メート

ルの地点

３７点は、３６点から真北３０１度１０分２９秒１．００メート

ルの地点

３８点は、３７点から真北２１１度９分４０秒７．７０メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北３０１度１１分５１秒０．６９メート

ルの地点

Y ２工区

次の４０点から５３点までを順次直線で結んだ線、５３

点と５４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線、

５４点から６４点までを順次直線で結んだ線並びに６４点

と４０点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．

＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点１（北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２

番耕地４７４番２地先の道（町道深浦上線）に設置し

た金属鋲）は、北緯３３度１９分３秒、東経１３２度３０分

１７秒の地点

４０点は、基点１から真北９２度５３分２４秒１７９．２２メー

トルの地点

４１点は、４０点から真北２５８度１０分５５秒１３．７７メー

トルの地点

４２点は、４１点から真北３４８度１０分５３秒６．００メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２５８度１１分１２秒６．３２メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北３４８度１０分５５秒３．１０メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北２５８度１０分４９秒７．４８メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北２５８度１０分５５秒５２．０９メー

トルの地点

４７点は、４６点から真北１６８度１０分５４秒３．１０メート

ルの地点

４８点は、４７点から真北２５８度１０分２４秒１．６１メート

ルの地点

４９点は、４８点から真北３４３度５２分４７秒５．０２メート

ルの地点

５０点は、４９点から真北２５３度５４分３２秒１．６６メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北３２８度５６分５５秒０．９９メート

ルの地点

５２点は、５１点から真北３２８度５６分４９秒２２．９５メー

トルの地点

５３点は、５２点から真北３３９度１０分１８秒２．２２メート

ルの地点

５４点は、基点１から真北８３度３８分５６秒９５．２１メー

トルの地点

５５点は、５４点から真北１３９度４０分２５秒２．１５メート

ルの地点

５６点は、５５点から真北１４９度３分５秒６．１６メート

ルの地点

５７点は、５６点から真北１１２度３８分１２秒４．３５メート

ルの地点

５８点は、５７点から真北７５度２６分１２秒３．１４メートル

の地点

５９点は、５８点から真北７５度５３分４６秒１０．１１メート

ルの地点

６０点は、５９点から真北７６度３６分４１秒１０．１１メート

ルの地点

６１点は、６０点から真北７７度１２分９秒６．６５メートル

の地点

６２点は、６１点から真北７７度４０分３９秒６．６５メートル

の地点

６３点は、６２点から真北２８度３０分１６秒３．９７メートル

の地点

６４点は、６３点から真北３３９度５５分１２秒１４．１１メー

トルの地点

Z ３工区

次の６５点から９５点までを順次直線で結んだ線並び

に９５点と６５点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点２（北宇和郡吉田町大字法花津字小深浦１番

耕地４番３地先の道（国道３７８号）に設置した金属

鋲）は、北緯３３度１９分０秒、東経１３２度３０分３２秒の

地点

６５点は、基点２から真北５０度１２分３７秒３３４．００メー

トルの地点

６６点は、６５点から真北２４２度２１分５６秒３．３５メート

ルの地点

６７点は、６６点から真北３３２度２１分３秒１．７０メート

ルの地点

６８点は、６７点から真北２４２度２１分５１秒１３．７１メー
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トルの地点

６９点は、６８点から真北２４２度２４分２４秒１．００メート

ルの地点

７０点は、６９点から真北２４２度２２分０秒１９．６６メー

トルの地点

７１点は、７０点から真北１５２度２１分５６秒１．７０メート

ルの地点

７２点は、７１点から真北２４２度２１分４４秒２．５１メート

ルの地点

７３点は、７２点から真北１５２度２７分５９秒０．２４メート

ルの地点

７４点は、７３点から真北２４２度２２分１秒１７．２３メー

トルの地点

７５点は、７４点から真北２４２度２１分５４秒１０．００メー

トルの地点

７６点は、７５点から真北２４２度２２分４秒１０．００メー

トルの地点

７７点は、７６点から真北２４２度２２分１１秒１４．３９メー

トルの地点

７８点は、７７点から真北２４２度２２分２２秒５．６１メート

ルの地点

７９点は、７８点から真北２４１度２８分４２秒９．９３メート

ルの地点

８０点は、７９点から真北２４２度９分１７秒１０．１４メー

トルの地点

８１点は、８０点から真北２４２度５０分４１秒２．１４メート

ルの地点

８２点は、８１点から真北３３２度５９分５８秒０．２４メート

ルの地点

８３点は、８２点から真北２４３度９分２４秒３．５９メート

ルの地点

８４点は、８３点から真北３３３度２６分７秒１．７０メート

ルの地点

８５点は、８４点から真北２４３度３６分２６秒４．４８メート

ルの地点

８６点は、８５点から真北２４４度２６分３６秒１０．１８メー

トルの地点

８７点は、８６点から真北２４５度３５分２４秒１０．１９メー

トルの地点

８８点は、８７点から真北２４６度４３分５２秒１０．１９メー

トルの地点

８９点は、８８点から真北２４７度２７分４１秒２．０２メート

ルの地点

９０点は、８９点から真北２４７度３３分３７秒１．００メート

ルの地点

９１点は、９０点から真北２４８度２分３７秒７．１７メート

ルの地点

９２点は、９１点から真北２４９度１分２４秒１０．１９メー

トルの地点

９３点は、９２点から真北２４９度５３分３５秒５．１８メート

ルの地点

９４点は、９３点から真北１６０度９分３４秒１．７０メート

ルの地点

９５点は、９４点から真北２５０度５０分５４秒１１．８５メー

トルの地点

[ ４工区

次の９６点から９９点までを順次直線で結んだ線並び

に９９点と９６点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点２（北宇和郡吉田町大字法花津字小深浦１番

耕地４番３地先の道（国道３７８号）に設置した金属

鋲）は、北緯３３度１９分０秒、東経１３２度３０分３２秒の

地点

９６点は、基点２から真北２４度５８分５７秒１０８．８５メー

トルの地点

９７点は、９６点から真北１１７度３０分４７秒１１．８８メー

トルの地点

９８点は、９７点から真北２０７度３１分８秒５．００メート

ルの地点

９９点は、９８点から真北２９７度３０分３８秒１２．１１メー

トルの地点

ウ 面積

１工区 １，５３４．９２平方メートル

２工区 １，８４１．１７平方メートル

３工区 １，６８５．３１平方メートル

４工区 ６０．１０平方メートル

合 計 ５，１２１．５０平方メートル

] 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

X １、２工区

北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２番耕地４

９１番１地先から同字ヲヲギダ１番耕地４０９番１地先

までの公有水面及び陸域

Y ３、４工区

北宇和郡吉田町大字法花津字小深浦１番耕地１１番

６地先から同字宮ノ浦１番耕地４２６番１地先までの

公有水面及び陸域

イ 区域

X １、２工区

次の１点から３４点までを順次直線で結んだ線及び

３４点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点１（北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２

番耕地４７４番２地先の道（町道深浦上線）に設置し

た金属鋲）は、北緯３３度１９分３秒、東経１３２度３０分

１７秒の地点

１点は、基点１から真北１１９度５１分２８秒２２８．００メ

ートルの地点

２点は、１点から真北２５５度７分３０秒１５４．３１メー

トルの地点

３点は、２点から真北３０５度１１分４５秒８８．１３メー

トルの地点

４点は、３点から真北１４度２３分３０秒１５．０３メート

ルの地点

５点は、４点から真北１７度３０分５１秒７．５７メートル

の地点
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６点は、５点から真北２２度５１分３２秒１０．０６メート

ルの地点

７点は、６点から真北３０度４８分１秒４．０１メートル

の地点

８点は、７点から真北３７度３８分４５秒３．７０メートル

の地点

９点は、８点から真北４０度４９分３６秒６．２６メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２度２１分３１秒４．５７メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２２度５７分８秒２．３９メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１３度１分５７秒４．１８メートル

の地点

１３点は、１２点から真北４度１２分２９秒５．５４メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２度２５分５５秒１７．２５メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北１０度５３分９秒３．２４メートル

の地点

１６点は、１５点から真北４２度１５分８秒１１．１１メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北６０度０分３秒２３．２５メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北５９度１７分１５秒４０．３１メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北５３度６分１２秒７．９６メートル

の地点

２０点は、１９点から真北６１度１６分４７秒２１．９６メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北６５度８分３５秒２６．８６メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北７４度５１分１３秒１３．６１メート

ルの地点

２３点は、２２点から真北９２度５５分５９秒６．８３メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１０８度３５分４０秒５．１７メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北１２２度２８分３１秒５．３６メート

ルの地点

２６点は、２５点から真北１３３度１分３０秒８．４７メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北１３７度２５分１０秒５８．１７メー

トルの地点

２８点は、２７点から真北２４６度５８分１秒４．８８メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２６０度３７分０秒３．４２メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北１６４度５４分２２秒１７．３５メー

トルの地点

３１点は、３０点から真北２４２度５９分４９秒０．９７メート

ルの地点

３２点は、３１点から真北１６３度５７分７秒５０．９５メー

トルの地点

３３点は、３２点から真北１６６度２６分４秒５．３０メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北２４８度１５分５８秒８．２４メート

ルの地点

Y ３、４工区

次の３５点から６５点までを順次直線で結んだ線及び

６５点と３５点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点２（北宇和郡吉田町大字法花津字小深浦１番

耕地４番３地先の道（国道３７８号）に設置した金属

鋲）は、北緯３３度１９分０秒、東経１３２度３０分３２秒の

地点

３５点は、基点２から真北８３度２９分４３秒１２１．４９メー

トルの地点

３６点は、３５点から真北２９２度５７分４５秒１０６．５４メー

トルの地点

３７点は、３６点から真北３５３度２５分４秒１５．５７メー

トルの地点

３８点は、３７点から真北３５７度５２分２１秒５．１７メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北６度３８分５１秒１７．５７メート

ルの地点

４０点は、３９点から真北１１度２６分４５秒１３．２９メート

ルの地点

４１点は、４０点から真北２２度３５分１２秒１１．９０メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北３０度２２分５０秒１８．０１メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北４０度１８分３９秒１２．４９メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北４５度２５分３秒７．１３メートル

の地点

４５点は、４４点から真北５２度２２分５４秒２４．６４メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北５３度５２分５０秒１１．４８メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北５７度６分４４秒１４．１７メート

ルの地点

４８点は、４７点から真北６３度２６分３秒２３．８０メート

ルの地点

４９点は、４８点から真北６９度４２分９秒１０．７９メート

ルの地点

５０点は、４９点から真北８２度２３分２秒８．４５メートル

の地点

５１点は、５０点から真北１０９度８分３２秒２２．６０メー

トルの地点

５２点は、５１点から真北９１度２３分４８秒１５．９０メート

ルの地点

５３点は、５２点から真北７８度２分３０秒１３．９６メート

ルの地点

５４点は、５３点から真北６２度１０分５８秒１１．９４メート

ルの地点

５５点は、５４点から真北４４度１５分２６秒１６．９５メート
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ルの地点

５６点は、５５点から真北２１度４９分２９秒１６．１１メート

ルの地点

５７点は、５６点から真北３６度４１分２３秒９．６３メートル

の地点

５８点は、５７点から真北６０度１５分５０秒９．９０メートル

の地点

５９点は、５８点から真北７０度１３分２８秒９．５３メートル

の地点

６０点は、５９点から真北１０７度５分２秒２４．７６メー

トルの地点

６１点は、６０点から真北１８７度４４分４３秒１５．３３メー

トルの地点

６２点は、６１点から真北９９度１６分１８秒１４．６０メート

ルの地点

６３点は、６２点から真北７７度２分４秒８．７２メートル

の地点

６４点は、６３点から真北１６７度５２分１３秒８６．８５メー

トルの地点

６５点は、６４点から真北２４５度２２分２秒１６８．５５メー

トルの地点

ウ 面積

１、２工区 ３０，１３０．７２平方メートル

３、４工区 ３２，８６１．２４平方メートル

合 計 ６２，９９１．９６平方メートル

３ 埋立地の用途

護岸用地 約 １，０２０平方メートル

胸壁用地 約 ２０平方メートル

漁港施設用地 約 ４１０平方メートル

道路用地 約 ３，５７０平方メートル

水路用地 約 １００平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１４年７月８日

WVWVWVW
^愛媛県告示第１３１５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

吉田町

北宇和郡吉田町大字東小路甲７０番地

代表者 町長 清家 文男

北宇和郡吉田町大字奥浦甲１４１９番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

\ 埋立区域

ア 位置

北宇和郡吉田町大字深浦字ヲヲギダ１番耕地４０７番

１０地先から同字ヲヲギダ１番耕地４０７番２地先までの

公有水面

イ 区域

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに

１１点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２番耕

地４７４番２地先の道（町道深浦上線）に設置した金属

鋲）は、北緯３３度１９分３秒、東経１３２度３０分１７秒の地

点

１点は、基点から真北７８度４１分４１秒１３８．５９メートル

の地点

２点は、１点から真北１５９度５５分１２秒１４．１１メート

ルの地点

３点は、２点から真北２０８度３０分１６秒３．９７メートル

の地点

４点は、３点から真北２５７度４０分３９秒６．６５メートル

の地点

５点は、４点から真北２５７度１２分９秒６．６５メートル

の地点

６点は、５点から真北２５６度３６分４１秒１０．１１メート

ルの地点

７点は、６点から真北２５５度５３分４７秒１０．１１メート

ルの地点

８点は、７点から真北２５５度２６分１２秒３．１４メートル

の地点

９点は、８点から真北２９２度３８分１２秒４．３５メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２９度３分５秒６．１６メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３１９度４０分２５秒２．１５メートル

の地点

ウ 面積

５９４．０９平方メートル

] 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

北宇和郡吉田町大字深浦字ヲヲギダ１番耕地４０７番

１２地先から同字ヲヲギダ１番耕地４０７番１４地先までの

公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線及び９

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字深浦字ジョノシタ２番耕

地４７４番２地先の道（町道深浦上線）に設置した金属

鋲）は、北緯３３度１９分３秒、東経１３２度３０分１７秒の地

点

１点は、基点から真北７１度７分４３秒８６．６８メートル

の地点

２点は、１点から真北６２度０分５３秒７．７６メートルの

地点

３点は、２点から真北６５度８分３５秒２６．８６メートル

の地点

４点は、３点から真北７４度５１分１３秒１３．６１メートル

の地点

５点は、４点から真北９２度５５分４１秒３．５８メートルの

地点
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６点は、５点から真北１５９度５５分１４秒３４．６１メート

ルの地点

７点は、６点から真北２０８度２９分５６秒４．８８メートル

の地点

８点は、７点から真北２５６度３７分０秒３７．４１メート

ルの地点

９点は、８点から真北２９２度３８分９秒５．０２メートル

の地点

ウ 面積

１，７４５．８７平方メートル

３ 埋立地の用途

公園用地

４ 埋立免許年月日

平成１４年７月８日

WVWVWVW
^愛媛県告示第１３１６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年７月１６日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

\ 埋立区域

ア 位置

愛媛県西条市喜多川８５３番４の地先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち�の地点からLの地点までを順次
に結んだ線及び�の地点とLの地点を結んだ線により
囲まれた区域

基点 愛媛県西条市港北新地４６３番地先国土地理院

「発電所」四等三角点（北緯３３度５６分０８．２０２７秒、東

経１３３度０９分４１．７０４９秒）

�の地点 基点から４３度２７分１６秒３２５．５２メートルの

地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒２５７．９９メー
トルの地点

�の地点 �の地点から４１度４５分２３秒１４２．９９メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１３１度４５分２３秒２０．００メー
トルの地点

�の地点 �の地点から２２１度４５分２３秒６１．５０メー
トルの地点

�の地点 �の地点から３１１度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から２２１度４５分２３秒７．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１３１度４５分２３秒２．００メート

ルの地点

�の地点 �の地点から２２１度４５分２３秒６１．５０メー
トルの地点

	の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒３６．５０メー
トルの地点


の地点 	の地点から２４５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

�の地点 
の地点から１５５度４５分２３秒７．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒２．００メートル
の地点

の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒９３．００メー
トルの地点

�の地点 の地点から２４５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒７．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒２．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒７９．２０メー
トルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒５０．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒１７．２０メー
トルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒７．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒１．７０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒４．５０メートル
の地点

�の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒２．４０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒１９．６０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒２．４０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒１９．４０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒１．７０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒９．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒１．７０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒４．５０メートル
の地点

�の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒２．４０メート
ルの地点

 の地点 �の地点から６５度４５分２３秒１９．６０メート
ルの地点

!の地点  の地点から３３５度４５分２３秒２．４０メート
ルの地点

愛 媛 県 報平成１４年７月１６日 第１３７３号

８４５



"の地点 !の地点から６５度４５分２３秒１９．４０メート
ルの地点

#の地点 "の地点から１５５度４５分２３秒１．７０メート
ルの地点

$の地点 #の地点から６５度４５分２３秒９．００メートル
の地点

%の地点 $の地点から３３５度４５分２３秒１．７０メート
ルの地点

&の地点 %の地点から６５度４５分２３秒４．５０メートル
の地点

'の地点 &の地点から１５５度４５分２３秒２．４０メート
ルの地点

(の地点 'の地点から６５度４５分２３秒１９．６０メート
ルの地点

)の地点 (の地点から３３５度４５分２３秒２．４０メート
ルの地点

*の地点 )の地点から６５度４５分２３秒１９．４０メート
ルの地点

+の地点 *の地点から１５５度４５分２３秒１．７０メート
ルの地点

,の地点 +の地点から６５度４５分２３秒７．００メートル
の地点

-の地点 ,の地点から３３５度４５分２３秒５．５０メート
ルの地点

.の地点 -の地点から６５度４５分２３秒４４．００メート
ルの地点

/の地点 .の地点から１５５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

0の地点 /の地点から６５度４５分２３秒７．００メートル
の地点

1の地点 0の地点から３３５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

2の地点 1の地点から６５度４５分２３秒４６．５０メート
ルの地点

3の地点 2の地点から３３５度４５分２３秒６６．５０メー
トルの地点

4の地点 3の地点から６５度４５分２３秒２．００メートル
の地点

5の地点 4の地点から３３５度４５分２３秒７．００メート
ルの地点

6の地点 5の地点から２４５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

7の地点 6の地点から３３５度４５分２３秒６６．５０メー
トルの地点

8の地点 7の地点から２４５度４５分２３秒４６．５０メー
トルの地点

9の地点 8の地点から３３５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

:の地点 9の地点から２４５度４５分２３秒７．００メート
ルの地点

;の地点 :の地点から１５５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

<の地点 ;の地点から２４５度４５分２３秒９３．００メー

トルの地点

=の地点 <の地点から３３５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

>の地点 =の地点から２４５度４５分２３秒７．００メート
ルの地点

?の地点 >の地点から１５５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

@の地点 ?の地点から２４５度４５分２３秒４６．５０メー
トルの地点

Aの地点 @の地点から３３５度４５分２３秒２０．００メー
トルの地点

Bの地点 Aの地点から６５度４５分２３秒７６．５０メート
ルの地点

Cの地点 Bの地点から１５５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

Dの地点 Cの地点から６５度４５分２３秒７．００メートル
の地点

Eの地点 Dの地点から３３５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

Fの地点 Eの地点から６５度４５分２３秒９３．００メート
ルの地点

Gの地点 Fの地点から１５５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

Hの地点 Gの地点から６５度４５分２３秒７．００メートル
の地点

Iの地点 Hの地点から３３５度４５分２３秒２．００メート
ルの地点

Jの地点 Iの地点から６５度４５分２３秒５９．７２メート
ルの地点

Kの地点 Jの地点から１６５度４５分２３秒７６．１６メー
トルの地点

Lの地点 Kの地点から１５５度４５分２３秒１３０．００メー
トルの地点

ウ 面積

３０，２８１．８６平方メートル

] 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛媛県西条市喜多川８５３番４の地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びMの地点とTの地
点を結んだ線により囲まれた区域

基点 愛媛県西条市港北新地４６３番地先国土地理院

「発電所」四等三角点（北緯３３度５６分０８．２０２７秒、東

経１３３度０９分４１．７０４９秒）

Mの地点 基点から２６度３０分０８秒１９５．２２メートルの

地点

Nの地点 Mの地点から３３５度４５分２３秒３５６．２４メー
トルの地点

Oの地点 Nの地点から４１度５６分２３秒６００．２８メート
ルの地点

Pの地点 Oの地点から１３１度５６分２３秒１７８．９８メー
トルの地点

Qの地点 Pの地点から２１５度４５分２３秒５０．００メー
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トルの地点

Rの地点 Qの地点から１２５度４５分２３秒９５．７０メー
トルの地点

Sの地点 Rの地点から１６５度４５分２３秒２０７．１８メー
トルの地点

Tの地点 Sの地点から１５５度４５分２３秒１２３．００メー
トルの地点

ウ 面積

２９０，７８２．４１平方メートル

３ 埋立地の用途

ふ頭用地

４ 埋立免許年月日

平成１４年７月５日
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^愛媛県告示第１３１７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１４年７月１６日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 市長 伊藤宏太郎

西条市大町２４４番地の４

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

\ 埋立区域

ア 位置

愛媛県西条市喜多川８５３番４の地先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち�の地点から�の地点までを順次
に結んだ線及び�の地点と�の地点とを結ぶ昭和２６年
３月２日付け愛媛県指令河第９６６号の免許に係る埋立

ての埋立区域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．７２

メ－トルにより決定）により囲まれた区域

基点 愛媛県西条市港北新地４６３番地先国土地理院

「発電所」四等三角点（北緯３３度５６分０８．２０２７秒、東

経１３３度０９分４１．７０４９秒）

�の地点 基点から６４度１０分４８秒４９１．８６メートルの

地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒４４．００メー
トルの地点

�の地点 �の地点から２４５度４５分２３秒１９０．５０メー
トルの地点

�の地点 �の地点から３３５度４５分２３秒６６．００メー
トルの地点

�の地点 �の地点から６５度４５分２３秒３６０．００メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１５５度４５分２３秒１１０．００メー
トルの地点

ウ 面積

３１，２１８．００平方メートル

] 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛媛県西条市喜多川８５３番４の地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びMの地点とPの地
点を結んだ線により囲まれた区域

基点 愛媛県西条市港北新地４６３番地先国土地理院

「発電所」四等三角点（北緯３３度５６分０８．２０２７秒、東

経１３３度０９分４１．７０４９秒）

Mの地点 基点から６８度２５分２６秒１５１．３４メートルの

地点

Nの地点 Mの地点から３３５度４５分２３秒１３０．５７メー
トルの地点

Oの地点 Nの地点から６５度４５分２３秒５９０．００メート
ルの地点

Pの地点 Oの地点から１５５度４５分２３秒１２９．９１メー
トルの地点

ウ 面積

７６，８４２．７３平方メートル

３ 埋立地の用途

港湾関連用地

４ 埋立免許年月日

平成１４年７月５日

^愛媛県告示第１３１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市藤縄字河向甲１５５２番１から

同市藤縄字丸ヲ山乙１０番２地先まで

旧 １４．８～４４．８
４．４～１７．８

０．０９５
０．１１８

新 １４．８～６７．５ ０．０９５
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^愛媛県告示第１３２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画事業を認可した。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

大西町

２ 都市計画事業の種類及び名称

今治広域都市計画下水道事業

大西町公共下水道

３ 事業施行期間

平成１４年７月１６日から

平成２１年３月３１日まで

４ 事業地

\ 収用の部分

愛媛県越智郡大西町大字大井浜及び大字脇地内

] 使用の部分

愛媛県越智郡大西町大字脇地内

^愛媛県告示第１３１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

^愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成１４年７月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市藤縄字河向甲１５５２番１から

同市藤縄字丸ヲ山乙１０番２地先まで
平成１４年７月１９日

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

大塚まさのり後援会 西 岡 修 立 脇 教 善 上浮穴郡小田町大字町村３１７ 平成１４年４月４日

岩岡義一後援会 岸 田 透 本 田 安 雄 上浮穴郡小田町大字寺村６８９ 平成１４年４月１０日

ＳＩＳ基金会 大 岩 知 喜 渡 部 雅 子 東予市三津屋南９－３ 平成１４年４月１２日

井上晋作後援会 井 上 晋 作 井 上 恵 子 東宇和郡宇和町大字岩木１５５０ 平成１４年４月１２日

吉岡政雄後援会 吉 岡 政 雄 市 川 文太郎 松山市石手１－４－３３ 平成１４年４月１５日

一柳清志後援会 泉 明 冨 永 健 資 上浮穴郡小田町大字町村２６２ 平成１４年４月１７日

西岡基後援会 上 野 幸 計 土 井 稔 上浮穴郡小田町大字町村２７８－１ 平成１４年４月２４日

山本五郎後援会 平 野 啓 三 田 部 浩 三 今治市片原町３－１－１３ 平成１４年５月１０日

吉田善三郎後援会 真 鍋 烈 吉 田 治 代 川之江市川之江町３１１２－５８ 平成１４年５月１３日

渡部しんじを励ます会 渡 部 伸 二 渡 部 美 幸 温泉郡川内町南方５７６－２ 平成１４年５月２３日

大門通矩後援会 井 上 隆 利 西 山 芳 弘 大洲市五郎甲２４１６ 平成１４年５月２８日

愛媛県接骨師連盟 金 村 清 文 伊 藤 省 三 松山市一番町１－１４－１０ 平成１４年６月３日
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^愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があ

った。

平成１４年７月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

阿部悦子を推薦する会 流 水 龍 也 木 村 伸 樹 松山市松前町３－２－２ 平成１４年６月６日

菊地信武後援会 中 澤 良 夫 武 田 徳 南宇和郡一本松町増田４９５９－２ 平成１４年６月１２日

竹内努後援会 竹 内 努 井 上 好 丸 大洲市田口甲２５－９ 平成１４年６月１３日

村上常雄後援会 玉 木 道 輝 木 戸 薫 則 大洲市北只７８３－１ 平成１４年６月２０日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党愛媛県遺族
会支部 会 計 責 任 者 小 川 清 光 田 俊 介 平成１４年４月１日 政党の支部

日本遺族政治連盟愛媛
県支部 会 計 責 任 者 小 川 清 光 田 俊 介 平成１４年４月１日

自由民主党愛媛県農政
同志会支部 会 計 責 任 者 宇都宮 武 美 渡 部 康 男 平成１４年４月２日 政党の支部

愛媛県農政同志会 会 計 責 任 者 宇都宮 武 美 渡 部 康 男 平成１４年４月２日

自由民主党愛媛県海運
支部 会 計 責 任 者 村 瀬 牧 男 長谷部 安 俊 平成１４年４月４日 政党の支部

全国社会保険推進連盟
愛媛県支部 会 計 責 任 者 三 好 清 春 弓 達 潤 一 平成１４年４月５日

松浦敬恒後援会 会 計 責 任 者 池 田 源 美 兵 頭 渡 平成１４年４月１０日

宇都宮明宏後援会 会 計 責 任 者 上 甲 善 一 佐々木 怜 二 平成１４年４月１１日

愛媛県土地改良政治連
盟 会 計 責 任 者 田 中 洋 二 光 峰 友 典 平成１４年４月１１日

自由民主党愛媛県土地
改良支部 会 計 責 任 者 田 中 洋 二 光 峰 友 典 平成１４年４月１５日 政党の支部

自由民主党朝倉支部 主たる事務所の所在地 越智郡朝倉村大字朝倉上甲８１
５－４

越智郡朝倉村大字朝倉南甲３１
２ 平成１４年４月１５日 政党の支部

代 表 者 山之内 進 仙 波 悟

愛媛県商工連盟連合会
大洲支部 会 計 責 任 者 木 内 進 岩 田 孝 明 平成１４年４月１６日

松山清後援会 代 表 者 大 塚 良 藤 代 公 弘 平成１４年４月１６日

高岡つぐお後援会 主たる事務所の所在地 東宇和郡宇和町大字卯之町３
－１８３

東宇和郡宇和町大字卯之町３
－３５３ 平成１４年４月１８日

代 表 者 清 家 清 廣 武 内 留 済

会 計 責 任 者 高 岡 津也子 井 上 誠 祥

みつだ忠きのう、きょ
う、あす、久万町を考
える会

会 計 責 任 者 光 田 美智子 光 田 豊 美 平成１４年４月２５日

池田泰典後援会 代 表 者 吉 井 孝 夫 福 岡 由喜雄 平成１４年４月３０日
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会 計 責 任 者 大久保 信 生 永 井 照 記

山本五郎後援会 主たる事務所の所在地 今治市片原町３－１－１３ 今治市泉川町２－２－１３ 平成１４年５月１０日

会 計 責 任 者 田 部 浩 三 秋 山 勝 美

吉村直城後援会 代 表 者 山 口 誠 尾 崎 照 夫 平成１４年５月１０日

今井久代後援会 代 表 者 村 上 健 一 岡 崎 溥 平成１４年５月１３日

自由民主党岩城支部 主たる事務所の所在地 越智郡岩城村１６０５－２ 越智郡岩城村１２８７ 平成１４年５月１７日 政党の支部

代 表 者 新 川 健 福 井 一 明

自由民主党愛媛県支部
連合会 代 表 者 山 本 敏 孝 谷 本 永 年 平成１４年５月２１日 政党の支部

会 計 責 任 者 菊 池 平 以 篠 原 実

渡部しんじを励ます会 主たる事務所の所在地 温泉郡川内町南方５７６－２ 温泉郡川内町南方５８８－１ 平成１４年５月２３日

自由民主党愛媛県建設
関係支部 代 表 者 浅 田 毅 安 藤 晶 文 平成１４年５月２７日 政党の支部

愛媛県中小企業政治協
議会 会 計 責 任 者 小 山 正 渡 部 正 人 平成１４年５月３０日

愛媛県獣医師政治連盟 代 表 者 山 崎 勝 森 康 行 平成１４年５月３１日

自由民主党大西支部 主たる事務所の所在地 越智郡大西町大字別府２１８ 越智郡大西町宮脇甲１２９７－５ 平成１４年６月３日 政党の支部

代 表 者 小 池 陸 雄 阿 部 安 男

会 計 責 任 者 越 智 昭 近 藤 完 治

自由民主党魚島支部 主たる事務所の所在地 越智郡魚島村２－２３８－１ 越智郡魚島村１－９６２ 平成１４年６月３日 政党の支部

代 表 者 泉 原 光 雄 大 林 晃 利

会 計 責 任 者 大 林 清 孝 藤 本 三 郎

愛媛県不動産政治連盟 会 計 責 任 者 九 鬼 一 喜 田 中 健 平成１４年６月５日

日本共産党東予地区委
員会 代 表 者 平 本 哲 郎 小 倉 誠一郎 平成１４年６月７日 政党の支部

日本薬業政治連盟愛媛
県支部 会 計 責 任 者 佐々木 敏 郎 成 岡 力 平成１４年６月１２日

自由民主党東予市支部 会 計 責 任 者 大 西 晃 二 森 川 輝 久 平成１４年６月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県大樹
支部 主たる事務所の所在地 松山市久米窪田町１０７３－５ 松山市西石井４０４－６ 平成１４年６月２０日 政党の支部

代 表 者 矢 野 冬 樹 澤 近 駿 一

会 計 責 任 者 亀 岡 哲 典 山 岡 美賀雄

自由民主党愛媛県防衛
協賛支部 主たる事務所の所在地 松山市平井町甲３０６３－５ 松山市水泥町１１９５－１１ 平成１４年６月２５日 政党の支部

会 計 責 任 者 寺 岡 陸 雄 上 野 筆 満
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^愛媛県選挙管理委員会告示第２４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の

規定により、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成１４年７月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

^愛媛県選挙管理委員会告示第２５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成１４年７月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

^愛媛県選挙管理委員会告示第２６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の指定の取消し等の届出が

あった。

平成１４年７月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

自由民主党愛媛県中小
建築業支部 主たる事務所の所在地 松山市勝山町２－３－１ 松山市勝山町２－１２－７ 平成１４年６月２５日 政党の支部

会 計 責 任 者 西 岡 弘 司 矢 野 中

自由民主党いよてつU
島屋支部 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党いよてつU島屋支

部
自由民主党いよてつ百貨店支
部 平成１４年６月２５日 政党の支部

会 計 責 任 者 河 瀬 稔 梅 本 昭 夫

民主党愛媛県総支部連
合会 代 表 者 成 見 憲 治 藤 原 敏 隆 平成１４年６月２８日 政党の支部

自由民主党肱川支部 主たる事務所の所在地 喜多郡肱川町大字山鳥坂５６１０ 喜多郡肱川町宇和川１５００ 平成１４年６月２８日 政党の支部

代 表 者 渡 辺 弘 務 松 本 金次郎

会 計 責 任 者 藤 川 貢 沖 浦 賢 嗣

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

愛媛県民主教育政治連盟 笹 田 徳三郎 平成１４年４月８日

本 田 幸 巳 後 援 会 岸 田 透 平成１４年４月９日

ＭＭＣ愛媛政治センター U須賀 正 治 平成１３年１２月２２日

吉 岡 政 雄 後 援 会 吉 岡 政 雄 平成１４年４月１５日

中 島 き よ の ぶ と 歩 む 会 中 島 清 延 平成１４年４月１６日

梅 木 良 照 後 援 会 大 野 富士男 平成１４年４月３０日

河 辺 進 歩 会 梅 木 良 照 平成１４年４月３０日

山 本 五 郎 後 援 会 平 野 啓 三 平成１４年５月１０日

小 野 と よ み 後 援 会 今 井 芳 典 平成１４年５月１２日

村 上 忠 美 後 援 会 渡 部 敏 孝 平成１４年５月１５日

渡 部 し ん じ を 励 ま す 会 渡 部 伸 二 平成１４年５月２３日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

吉 岡 政 雄 松山市議会議員 吉岡政雄後援会 松山市石手１－４－３３ 吉 岡 政 雄 平成１４年４月１５日
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届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

吉 岡 政 雄 松山市議会議員 吉岡政雄後援会 松山市石手１－４－３３ 吉 岡 政 雄 平成１４年４月１５日

中 島 清 延 松山市議会議員 中島きよのぶと歩む会 松山市美沢１－８－５７ 中 島 清 延 平成１４年４月２２日

梅 木 良 照 河辺村長 河辺進歩会 喜多郡河辺村大字河都１２８５ 梅 木 良 照 平成１４年５月９日

平成１４年７月１６日 印刷
平成１４年７月１６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８５２
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